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第２回フェイクニュース大賞の意義と目的
「国民の知る権利」とは、日本国憲法21条により保障される「日本国民が自由に情報を受
け取り、国家に対して情報の公開を請求する権利」です。表現活動には情報の入手が不可欠
です。オールドメディアによる「報道しない自由」による「情報の隠蔽」や「フェイクニュー
スの発信」による「虚偽の情報」は、「国民の知る権利」を損ない「民主主義の根幹を揺る
がす憲法違反」です。
日本はテレビ地上波で全国放送できるテレビ局が６つしかなく、さらに新規参入を放送法に
よって拒んでいます。また、世界の先進国には必ず存在するフェイクニュースを処罰できる
第三者機関が存在せず、虚偽報道・嘘報道が野放しになっています。
そこで、一般社団法人 国民の知る権利を守る自由報道協会では、「放送自由化のための百万
署名」によってテレビの自由化と第三者監視機関設置を総務省に働きかけると共に、トラン
プ米国大統領に倣って「フェイクニュース大賞」を開催して「日本で蔓延するフェイクニュー
スの実態」を広く国民の皆さんに知って頂く活動を開始しました。

監察機構

罰則規定

報道被害を生む「虚偽報
道」には、「罰則」と「訂
正報道の強制」が科せら
れるのが世界共通です。
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第２回フェイクニュース大賞　特別賞

【ニュースタイトル】
　「辺野古に新基地建設」

【フェイクメディア】
　琉球新報・沖縄タイムス・朝日新聞・しんぶん赤旗・琉球朝日放送など
　「新基地建設」との表現で捏造報道した全てのメディア

【フェイクニュースであることの理由】
　普天間基地を辺野古のキャンプ ･シュワブへ移転させる工事を「新基地建設」と封土す
るのは明らかに事実と異なる虚偽報道による悪質な印象操作である。

　右の画像は、辺野古が米軍基地と
共存してきたことを示す地元のHP
(http://urx.red/Qo3h)
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第２回フェイクニュース大賞　協会賞

【ニュースメディア】
　TBS (Tokyo Broadcasting System Television, Inc.)

【フェイクニュース】
エントリーNo.26　「(BTSメンバーの )本当

にごめんなさい、日本の皆
さん」

  N スタ 11月 14日放送 ,
  N キャス 11月 17日放送 ,
  アッコにおまかせ 11月 18日放送

エントリーNo.27　「日本の人々とナチスの
犠牲者たちに謝罪するべき
だ」の「日本の人々」をカッ
ト 

エントリーNo.123　ひるおび3月 19日放
送「八代英輝氏の『真相が
分かった』のテロップが『真
相見えず』に」 
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第２回フェイクニュース大賞　審査員賞

【ニュースメディア】
　フジテレビ

【フェイクニュース】
エントリーNo.67　池上彰スペシャル9月 7日放送「子役を使って政権批判」 
エントリーNo.103　目覚ましテレビ4月 25日放送「文科大臣セクシー個室ヨガ通いを

補強する為に店主の主張を切り貼りする印象操作報道」 

【坂東忠信先生によるコメント】
　情報受信者の心得　
各メディアの立ち位置と前歴を頭に入れた上で、以下の点に注意。
　①　出処を確認　
　②　「事実」と「予測」を分離
　③　報道・情報を比較（国内外）
　④　「表現幅」に注意
　⑤　報道の意図と目的を推測 
　⑥　広告主をチェック
　⑦　虚偽捏造・変造を拡散・抗議
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第２回フェイクニュース大賞　審査員賞

【ニュースメディア】
　朝日新聞

【フェイクニュース】
エントリーNo.128　2019年 1月 28日配信「日本語でも慰安婦強制表記始めました 」 
エントリーNo.129　2019年 2月 18日配信「アイヌ新法　英語版で日本語記事にない

説明 」 
エントリーNo.139　2018年 9月 24日配信「『日本人』って？私のモヤモヤ」

朝日の誤報は過去のものではない。
今も形を変えて続けられている。
それは英語の世界だけで展開される海外向け印象操作 !!
同じ記事なのに、英語版の方が長い。
日本語版には絶対に使われないフレーズが英語版では使われている。

英語版にだけ必ず使われるフレーズ その 1
comfort women, who were forced to provide sex to 
Japanese soldiers before and during World War II 
第二次大戦前、および大戦中に、日本兵にセックスの供与（性
行為）を強制された慰安婦
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第２回フェイクニュース大賞　大賞

【ニュースメディア】
　NHK( 日本放送協会 )

【フェイクニュース】
エントリーNo. １　2018年 12月 28日放送 「韓

国軍 レーダー照射」の合成写真
エントリーNo.13　2018年 12月 12日放送「靖

国神社で “新聞紙 ”燃える 中国
人男逮捕「南京事件に抗議」 」

エントリーNo.33　2018年 11月 8日放送「ト
ランプはCNN記者にロシア疑
惑を追求されて態度を豹変」

エントリーNo.126　2018年 5月 15日放送「日
本が『韓国』に侵攻」テロップ 

エントリーNo.134　2018年 8月 4日放送「(杉
田水脈議員の LGBT寄稿と )植
松被告と根っこは同じだ」 

エントリーNo.141　2018年12月27日放送「伊
藤詩織さんにインタビュー (広
河 , 鳥越氏の被害者は無視 )」
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　「フェイクニュース」と「報道しない自由」は民主主義の敵
　「報道しない自由」とは、「国民の知る権利」を満たす役割として報道機関に認められている
「報道の自由 (日本国憲法第21条 )」を盾に「報道するのが自由なら報道しないのも自由」と
称して「いかに国民が知るべき内容であっても、報道機関が知らせたくないと考えたものを報
道せずに隠蔽する行為」のスラングです。
　ある事象に対して「一方的な見解だけを報じる」のは「報道の自由」ですが、「放送法第４
条で求められている『客観的な事実』や『背景』『異なる見解』を報じない」のが「報道しな
い自由」です。
　民主主義における「報道」は、裁判における「証拠」と同じです。一方にだけ有利な「証拠」
だけを見せると裁判所は有利な証拠が出ている方を勝たせます。「選挙」によって政治が向か
うべき方向を決める民主主義で、「事実と異なるフェイクニュースを流す」ことや「必要な情
報を報道しない」ことは、国民の判断を歪め民主主義の根幹を揺るがす行為であり、公器とし
ての報道機関に許されないことです。
　「第一回フェイクニュース大賞」にて「大賞」を受賞した朝日新聞の大先輩で、大正12年に「日
刊アサヒグラフ (週刊アサヒグラフ )」を創刊した杉村楚人冠こと杉村廣太郎も、「故意に不実
の事を捏造するのも罪悪であるが、公にすべき事実を差し押さえて公にせぬのも罪悪たること
は、相同じ」と述べています。
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電子署名が総務省に認められました
　署名フォームで署名して日本を動かそう

総務省が公式に認めた署名フォームです。

アメリカ合衆国では、インターネットでの電子署名が公式に認められてい
て、国民の声が直接短時間で政治に反映され得る仕組みになっています。
日本では、長尾たかし衆議院議員が総務省に確認するまで、官庁は電子署
名の明確な指標を出していませんでした。
衆議院議員・長尾たかし内閣府政務官の問い合わせに対し、総務省が「公
的に認める電子署名の明確な基準」を初めて示しました。

電子署名が総務省に認められました
署名フォームで署名して日本を動かそう

「フェイクニュース」を止める為に必要なのは「放送自由化」
　「報道しない自由」や「切り取り報道による印象操作」も「フェイクニュース」も、電波オークショ
ンを導入しインターネットのような自由な報道ができるようになれば防ぐことが出来ます。
一　放送法はじめ電波三法を改正し、チャンネルを増やして情報源を増やす。
・地方からの全国発信を認める。(既存の在京キー局による寡占の撤廃 )
・３年以内に放送ネットワークの枠を緩和 ･撤廃する。
・「クロスオーナーシップ (一つの資本による情報統制 )」を禁止する。
・「電波利用権のオークション制度」を導入し、「放送の自由化」をする。
・情報インフラであるSNS等に、電話 ･電報と同様のサービス提供義務を課す。

二　民主主義を守る為、嘘の報道は罰し、間違った報道は訂正させる。
・「報道」「ニュース」を冠する番組は、全て放送法第４条の「報道」に該当するものと定める。
・放送法第４条３項をフィクションと明示しない全ての放送に適用し、停波などの罰則
規定を設ける。

・第三国からのメディア操作の排除を法律に明記し、管理職に国籍条項を適用する。
・報道内容について、重大な虚偽 ･捏造に対して「製造物責任法」を適用できるように
し、放送利害関係者を排除した第三者により違法行為を公的認定する監視機関を設置
する。

ご支援の御願い
　１．協賛会員として継続的なご支援   　　協会ホームページよりご入会下さい。
　２．自由な金額でのご支援
　　ゆうちょ銀行     　店名　〇一八 (ぜろいちはち )　店番018　普通預金　6888765
　記号 -番号：10120-68887651 
　口座名義　一般社団法人 国民の知る権利を守る自由報道協会
　　　　　　シヤ ) コクミンノシルケンリヲマモルジユウホウドウキョウカイ
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